
 

横浜国際港都建設計画地区計画の変更（横浜市決定） 

 

国際港都建設計画都筑関耕地地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 都筑関耕地地区地区計画 

位 置 横浜市都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内 

面 積 約10.8ha 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 本地区は、横浜市の北部、東急田園都市線あざみ野駅の東約 1.2kmに位置

し、国道246号線、都市計画道路日吉・元石川線の２本の広域幹線道路の交

点に位置している。また、港北ニュータウンの東京方面からの玄関口となっ

ており、周辺の環境と調和した多様な土地利用を図るべき地区である。 

本地区においては、土地区画整理事業により、良好な市街地形成のための

道路、公園等の都市基盤施設の整備を行う。 

本地区計画は、土地区画整理事業によって整備された道路、公園等都市基

盤施設の機能の維持・保全を図り、適正な土地利用と建築物の整備を誘導し

、良好な環境の市街地を形成し、その保全を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 地区計画の目標の実現を図るため地区を８区分し、それぞれの方針によ

り土地利用を誘導する。 

Ａ－１地区 

戸建住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 

Ａ－２地区 

戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の低層住宅からなる住宅地の形成

を図る。 

Ａ－３地区 

戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の住宅の立地を図るとともに、地

区内幹線道路に沿って、店舗や店舗併用住宅等の地区内居住者のための

生活利便施設の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。 

Ｂ－１地区 

周辺住宅地の環境に配慮しながら、中高層住宅を主体とした住宅地の

形成を図る。 

Ｂ－２地区 

中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図るとともに、周辺地域、地区

内居住者の生活利便の向上のための店舗等の立地を図り、賑わいのある

街並みを形成する。 

Ｂ－３地区 

主に沿道立地型の商業・業務施設等を誘導するとともに、上層階におい

ては共同住宅等の建設も誘導し、賑わいの創出と土地の効率的利用を図

る。 

Ｂ－４地区 

本地区周辺のニーズに対応した業務施設等やスポーツ・レクリエーシ

ョン施設などの立地を図る。 

Ｃ地区 

脱炭素社会の実現に向けて、脱炭素化のモデルとなる先導的な低層住

宅地の形成及び地区内のコミュニティ形成に寄与する施設の立地を図

る。 

地区施設の整備の

方針 

地区中央に国道246号線及び都市計画道路日吉・元石川線に接続する地区

内幹線道路を新設する。 

建築物等の整備の

方針 

地区計画の目標の実現を図るため、それぞれ土地利用の方針の定めると

ころにより、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位

置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限に

ついて定める。 

なお、商業業務及び公益的施設等にあっては適正規模の駐車場を、また、

共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 

緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に

努めるものとする。 

  



 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置及

び規模 

道路（地区内幹線道路） 幅員11m、延長約430m 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区 の

区分 

名称 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ａ－３地区 

面積 約3.5ha 約1.4ha 約0.9ha 

建築物の用途

の制限 

次の各号に掲げる建

築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

１ 住宅 

２ 共同住宅 

３ 学校、図書館その他

これらに類するもの 

４ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに

類する公益上必要な

建築物 

５  前各号の建築物に

附属するもの 

次の各号に掲げる建

築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

１ 住宅 

２ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 

３ 学校、図書館その他

これらに類するもの 

４ 診療所 

５ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに

類する公益上必要な

建築物 

６  前各号の建築物に

附属するもの 

次の各号に掲げる建

築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

１ 住宅 

２ 住宅で事務所、店舗

その他これらに類す

る用途を兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 

４ 学校、図書館その他

これらに類するもの 

５ 診療所 

６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに

類する公益上必要な

建築物 

７ 店舗、飲食店その他

これらに類する用途

に供するもの 

８  前各号の建築物に

附属するもの 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

建築物の敷地面積は、

150㎡以上かつ住戸数に

65㎡を乗じた面積以上

とする。 

建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に45

㎡を乗じた面積以上とする。 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供す

る建築物の敷地として使用する土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、そ

の全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地

で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基

づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離

は１ｍ以上とし、隣地境界線までの距離は0.6ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分

が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな

いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

垣又はさくの

構造の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す

る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

地区の

区分 

名称 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｂ－３地区 

面積 約0.8ha 約1.0ha 約1.4ha 

建築物の用途

の制限 

次の各号に掲げる建

築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

次の各号に掲げる建

築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

次の各号に掲げる建

築物は、建築してはなら

ない。 



 

   １ 住宅 

２ 住宅で、事務所、店

舗その他これらに類

する用途を兼ねるも

の 

３ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 

４ 学校、図書館その他

これらに類するもの 

５ 診療所 

６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに

類する公益上必要な

建築物 

７ 店舗、飲食店その他

これらに類する用途

に供するもので、その

用途に供する部分の

床面積の合計が3,000

㎡以内のもの 

８ 事務所 

９ 自動車車庫で、床面

積の合計が300㎡以内

のもの（３階以上の部

分をその用途に供す

るものを除く。） 

10 前各号の建築物に

附属するもの 

１ 住宅 

２ 住宅で、事務所、店

舗その他これらに類

する用途を兼ねるも

の 

３ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 

４ 学校、図書館その他

これらに類するもの 

５ 診療所 

６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに

類する公益上必要な

建築物 

７ 店舗、飲食店その他

これらに類する用途

に供するもの 

８ 事務所 

９ 自動車車庫で、床面

積の合計が300㎡以内

のもの（３階以上の部

分をその用途に供す

るものを除く。） 

10 前各号の建築物に

附属するもの 

１ ホテル又は旅館 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

４ マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場その他

これらに類する用途

に供するもの 

５  地階又は１階の部

分を住居の用に供す

るもの（地階又は１階

を住居の用に供する

部分が、廊下又は広間

の類、階段、エレベー

ターその他これらに

類するもののみであ

るものを除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

建築物の敷地面積は、250㎡以上かつ住戸数に60㎡を乗じた面積以上とす

る。 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供す

る建築物の敷地として使用する土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、そ

の全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地

で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基

づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離

は２ｍ以上とし、隣地境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分

が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな

いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

垣又はさくの

構造の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す

る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

  



 

  地 区 の

区分 

名称 Ｂ－４地区 Ｃ地区 

面積 約1.1ha 約0.7ha 

建築物の用途

の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

１ 住宅（管理人住宅を除く。） 

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（管理

人住宅を除く。） 

３ ホテル又は旅館 

４ 自動車教習所 

５ 畜舎 

６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売

場その他これらに類する用途に供

するもの 

次の各号に掲げる建築物以外の建

築物は、建築してはならない。 

１ 住宅（住戸の数が３以上の長屋

を除く） 

２ 共同住宅（住戸の数が３以上の

ものを除く）、寄宿舎又は下宿 

３ 学校、図書館その他これらに類

するもの 

４ 巡査派出所、公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築

物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

建築物の敷地面積は、250㎡以上と

する。 

ただし、次のいずれかに該当する

土地については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物

の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これ

らに類する居住者の共同の利便に

供する建築物の敷地として使用す

る土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が

定められた際、現に建築物の敷地

として使用されている土地で、当

該地区の規定に適合しないものに

ついて、その全部を一の敷地とし

て使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換

地処分又は仮換地の指定を受けた

土地で、当該地区の規定に適合し

ないものについて、所有権その他

の権利に基づいてその全部を一の

敷地として使用するもの 

建築物の敷地面積は、150㎡以上と

する。 

ただし、次のいずれかに該当する

土地については、この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査派出所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物

の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これ

らに類する居住者の共同の利便に

供する建築物の敷地として使用す

る土地 

壁面の位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面から前面道路の境界線までの距

離は２ｍ以上とし、隣地境界線まで

の距離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たな

い距離にある建築物又は建築物の部

分が次のいずれかに該当するものに

ついては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３ｍ以下である

もの 

２ 物置その他これに類する用途（

自動車車庫を除く。）に供し、軒の

高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積

の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の

高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面から前面道路の境界線までの距

離は１ｍ以上とし、隣地境界線まで

の距離は0.6ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たな

い距離にある建築物又は建築物の部

分が次のいずれかに該当するものに

ついては、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３ｍ以下である

もの 

２ 物置その他これに類する用途（

自動車車庫を除く。）に供し、軒の

高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積

の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の

高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな

いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

  



 

  垣又はさくの

構造の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す

る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分は、計画図表示のとおり」 

 

理由 

本地区において、脱炭素化のモデルとなる先導的な低層住宅地を形成し、脱炭素社会の実現を

図るとともに、地区内のコミュニティ形成に寄与する施設の立地を図るため、本案のとおり地区

計画を変更する。 



 

  新旧対照表

新 

名 称 都筑関耕地地区地区計画 

位 置 横浜市都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内 
面 積 約10.8ha 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 本地区は、横浜市の北部、東急田園都市線あざみ野駅の東約 1.2kmに位置
し、国道246号線、都市計画道路日吉・元石川線の２本の広域幹線道路の交
点に位置している。また、港北ニュータウンの東京方面からの玄関口となっ
ており、周辺の環境と調和した多様な土地利用を図るべき地区である。 

本地区においては、土地区画整理事業により、良好な市街地形成のための
道路、公園等の都市基盤施設の整備を行う。 

本地区計画は、土地区画整理事業によって整備された道路、公園等都市基
盤施設の機能の維持・保全を図り、適正な土地利用と建築物の整備を誘導し
、良好な環境の市街地を形成し、その保全を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 地区計画の目標の実現を図るため地区を８区分し、それぞれの方針によ
り土地利用を誘導する。 
Ａ－１地区 

戸建住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 
Ａ－２地区 

戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の低層住宅からなる住宅地の形成
を図る。 

Ａ－３地区 
戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の住宅の立地を図るとともに、地

区内幹線道路に沿って、店舗や店舗併用住宅等の地区内居住者のための
生活利便施設の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。 

Ｂ－１地区 
周辺住宅地の環境に配慮しながら、中高層住宅を主体とした住宅地の

形成を図る。 
Ｂ－２地区 

中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図るとともに、周辺地域、地区
内居住者の生活利便の向上のための店舗等の立地を図り、賑わいのある
街並みを形成する。 

Ｂ－３地区 
主に沿道立地型の商業・業務施設等を誘導するとともに、上層階におい

ては共同住宅等の建設も誘導し、賑わいの創出と土地の効率的利用を図
る。 

Ｂ－４地区 
本地区周辺のニーズに対応した業務施設等やスポーツ・レクリエーシ

ョン施設などの立地を図る。 
Ｃ地区 

脱炭素社会の実現に向けて、脱炭素化のモデルとなる先導的な低層住
宅地の形成及び地区内のコミュニティ形成に寄与する施設の立地を図
る。 

地区施設の整備の
方針 

地区中央に国道246号線及び都市計画道路日吉・元石川線に接続する地区
内幹線道路を新設する。 

建築物等の整備の
方針 

地区計画の目標の実現を図るため、それぞれ土地利用の方針の定めると
ころにより、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位
置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限に
ついて定める。 

なお、商業業務及び公益的施設等にあっては適正規模の駐車場を、また、
共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 

緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に
努めるものとする 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

旧 
名 称 都筑関耕地地区地区計画 
位 置 横浜市都筑区あゆみが丘及び牛久保町地内 
面 積 約10.8ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 本地区は、横浜市の北部、東急田園都市線あざみ野駅の東約 1.2kmに位置
し、国道246号線、都市計画道路日吉・元石川線の２本の広域幹線道路の交
点に位置している。また、港北ニュータウンの東京方面からの玄関口となっ
ており、周辺の環境と調和した多様な土地利用を図るべき地区である。 

本地区においては、土地区画整理事業により、良好な市街地形成のための
道路、公園等の都市基盤施設の整備を行う。 

本地区計画は、土地区画整理事業によって整備された道路、公園等都市基
盤施設の機能の維持・保全を図り、適正な土地利用と建築物の整備を誘導し
、良好な環境の市街地を形成し、その保全を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 地区計画の目標の実現を図るため地区を８区分し、それぞれの方針によ
り土地利用を誘導する。 
Ａ－１地区 

戸建住宅を主体とした住宅地の形成を図る。 
Ａ－２地区 

戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の低層住宅からなる住宅地の形成
を図る。 

Ａ－３地区 
戸建住宅や共同住宅等の多様な形式の住宅の立地を図るとともに、地

区内幹線道路に沿って、店舗や店舗併用住宅等の地区内居住者のための
生活利便施設の立地を図り、賑わいのある街並みを形成する。 

Ｂ－１地区 
周辺住宅地の環境に配慮しながら、中高層住宅を主体とした住宅地の

形成を図る。 
Ｂ－２地区 

中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図るとともに、周辺地域、地区
内居住者の生活利便の向上のための店舗等の立地を図り、賑わいのある
街並みを形成する。 

Ｂ－３地区 
主に沿道立地型の商業・業務施設等を誘導するとともに、上層階におい

ては共同住宅等の建設も誘導し、賑わいの創出と土地の効率的利用を図
る。 

Ｂ－４地区 
本地区周辺のニーズに対応した業務施設等やスポーツ・レクリエーシ

ョン施設などの立地を図る。 
Ｃ地区 

周辺住宅地の環境に配慮しながら、近隣住民の利用を主とする公益的
施設の立地を図る。 

 
地区施設の整備の
方針 

地区中央に国道246号線及び都市計画道路日吉・元石川線に接続する地区
内幹線道路を新設する。 

建築物等の整備の
方針 

地区計画の目標の実現を図るため、それぞれ土地利用の方針の定めると
ころにより、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位
置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限に
ついて定める。 

なお、商業業務及び公益的施設等にあっては適正規模の駐車場を、また、
共同住宅等にあっては住戸数に見合う駐車場を設けることとする。 

緑化の方針 良好な環境を形成するため、建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化に
努めるものとする 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

新旧対照表

新 
 

地 
地区施設の配置及
び規模 

道路（地区内幹線道路） 幅員11m、延長約430m 

区

整

備

計

画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区 の
区分 

名称 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ａ－３地区 

面積 約3.5ha 約1.4ha 約0.9ha 
建築物の用途
の制限 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 
１ 住宅 
２ 共同住宅 
３ 学校、図書館その他

これらに類するもの 
４ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

５  前各号の建築物に
附属するもの 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 
１ 住宅 
２ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 
３ 学校、図書館その他

これらに類するもの 
４ 診療所 
５ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

６  前各号の建築物に
附属するもの 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 
１ 住宅 
２ 住宅で事務所、店舗

その他これらに類す
る用途を兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

４ 学校、図書館その他
これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

７ 店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するもの 

８  前各号の建築物に
附属するもの 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

建築物の敷地面積は、
150㎡以上かつ住戸数に
65㎡を乗じた面積以上
とする。 

建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に45
㎡を乗じた面積以上とする。 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用する土地 
２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供す

る建築物の敷地として使用する土地 
３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、そ
の全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地
で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基
づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置の
制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離
は１ｍ以上とし、隣地境界線までの距離は0.6ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分
が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 
２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 
３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな
いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 
垣又はさくの
構造の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す
る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

 
地区の
区分 

名称 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｂ－３地区 
面積 約0.8ha 約1.0ha 約1.4ha 

建築物の用途
の制限 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 

次の各号に掲げる建
築物は、建築してはなら
ない。 

 

旧 
 

地 
地区施設の配置及
び規模 

道路（地区内幹線道路） 幅員11m、延長約430m 

区

整

備

計

画 

地区の
区分 

区分の名称 Ａ－１地区 Ａ－２地区 Ａ－３地区 

区分の面積 約3.5ha 約1.4ha 約0.9ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用
途の制限 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 
１ 住宅 
２ 共同住宅 
３ 学校、図書館その他

これらに類するもの 
４ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

５  前各号の建築物に
附属するもの 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 
１ 住宅 
２ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 
３ 学校、図書館その他

これらに類するもの 
４ 診療所 
５ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

６  前各号の建築物に
附属するもの 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 
１ 住宅 
２ 住宅で事務所、店舗

その他これらに類す
る用途を兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

４ 学校、図書館その他
これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

７ 店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するもの 

８  前各号の建築物に
附属するもの 

建築物の敷
地面積の最
低限度 

建築物の敷地面積は、
150㎡以上かつ住戸数に
65㎡を乗じた面積以上
とする。 

建築物の敷地面積は、150㎡以上かつ住戸数に45
㎡を乗じた面積以上とする。 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用する土地 
２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供す

る建築物の敷地として使用する土地 
３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、そ
の全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地
で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基
づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置
の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離
は１ｍ以上、隣地境界線までの距離は0.6ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分
が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 
２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 
３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の
形態又は意
匠の制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな
いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 
垣又はさく
の構造の制
限 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す
る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

地区の
区分 

区分の名称 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｂ－３地区 
区分の面積 約0.8ha 約1.0ha 約1.4ha 

建築物の用途の制
限 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 

次の各号に掲げる建
築物以外の建築物は、建
築してはならない。 

次の各号に掲げる建
築物は、建築してはなら
ない。 



 

 

新旧対照表

新 
   １ 住宅 

２ 住宅で、事務所、店
舗その他これらに類
する用途を兼ねるも
の 

３ 共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

４ 学校、図書館その他
これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

７ 店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するもので、その
用途に供する部分の
床面積の合計が3,000
㎡以内のもの 

８ 事務所 
９ 自動車車庫で、床面

積の合計が300㎡以内
のもの（３階以上の部
分をその用途に供す
るものを除く。） 

10 前各号の建築物に
附属するもの 

１ 住宅 
２ 住宅で、事務所、店

舗その他これらに類
する用途を兼ねるも
の 

３ 共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

４ 学校、図書館その他
これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

７ 店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するもの 

８ 事務所 
９ 自動車車庫で、床面

積の合計が300㎡以内
のもの（３階以上の部
分をその用途に供す
るものを除く。） 

10 前各号の建築物に
附属するもの 

１ ホテル又は旅館 
２ 自動車教習所 
３ 畜舎 
４ マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場その他
これらに類する用途
に供するもの 

５  地階又は１階の部
分を住居の用に供す
るもの（地階又は１階
を住居の用に供する
部分が、廊下又は広間
の類、階段、エレベー
ターその他これらに
類するもののみであ
るものを除く。） 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

建築物の敷地面積は、250㎡以上かつ住戸数に60㎡を乗じた面積以上とす
る。 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用する土地 
２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供す

る建築物の敷地として使用する土地 
３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、そ
の全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地
で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基
づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置の
制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離
は２ｍ以上とし、隣地境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分
が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 
２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 
３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな
いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 
垣又はさくの
構造の制限 
 
 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す
る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

 

旧 
  １ 住宅 

２ 住宅で、事務所、店
舗その他これらに類
する用途を兼ねるも
の 

３ 共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

４ 学校、図書館その他
これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

７ 店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するもので、その
用途に供する部分の
床面積の合計が3,000
㎡以内のもの 

８ 事務所 
９ 自動車車庫で、床面

積の合計が300㎡以内
のもの（３階以上の部
分をその用途に供す
るものを除く。） 

10 前各号の建築物に
附属するもの 

１ 住宅 
２ 住宅で、事務所、店

舗その他これらに類
する用途を兼ねるも
の 

３ 共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

４ 学校、図書館その他
これらに類するもの 

５ 診療所 
６ 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに
類する公益上必要な
建築物 

７ 店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するもの 

８ 事務所 
９ 自動車車庫で、床面

積の合計が300㎡以内
のもの（３階以上の部
分をその用途に供す
るものを除く。） 

10 前各号の建築物に
附属するもの 

１ ホテル又は旅館 
２ 自動車教習所 
３ 畜舎 
４ マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場その他
これらに類する用途
に供するもの 

５  地階又は１階の部
分を住居の用に供す
るもの（地階又は１階
を住居の用に供する
部分が、廊下又は広間
の類、階段、エレベー
ターその他これらに
類するもののみであ
るものを除く。） 

建築物の敷地面積
の最低限度 

建築物の敷地面積は、250㎡以上かつ住戸数に60㎡を乗じた面積以上とす
る。 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用する土地 
２ 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供す

る建築物の敷地として使用する土地 
３ 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、そ
の全部を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地
で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基
づいてその全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離
は２ｍ以上、隣地境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分
が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 
２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さ

が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 
３ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形態又
は意匠の制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな
いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 
垣又はさくの構造
の制限 
 
 

道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す
る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

 

  



 

新旧対照表

新 
  地 区 の

区分 
名称 Ｂ－４地区 Ｃ地区 
面積 約1.1ha 約0.7ha 

建築物の用途
の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築
してはならない。 
１ 住宅（管理人住宅を除く。） 
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（管理

人住宅を除く。） 
３ ホテル又は旅館 
４ 自動車教習所 
５ 畜舎 
６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類する用途に供
するもの 

次の各号に掲げる建築物以外の建
築物は、建築してはならない。 
１ 住宅（住戸の数が３以上の長屋

を除く） 
２ 共同住宅（住戸の数が３以上の

ものを除く）、寄宿舎又は下宿 
３ 学校、図書館その他これらに類

するもの 
４ 巡査派出所、公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築
物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 
建築物の敷地
面積の最低限
度 

建築物の敷地面積は、250㎡以上と
する。 

ただし、次のいずれかに該当する
土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物
の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これ
らに類する居住者の共同の利便に
供する建築物の敷地として使用す
る土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が
定められた際、現に建築物の敷地
として使用されている土地で、当
該地区の規定に適合しないものに
ついて、その全部を一の敷地とし
て使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換
地処分又は仮換地の指定を受けた
土地で、当該地区の規定に適合し
ないものについて、所有権その他
の権利に基づいてその全部を一の
敷地として使用するもの 

建築物の敷地面積は、150㎡以上と
する。 

ただし、次のいずれかに該当する
土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物
の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これ
らに類する居住者の共同の利便に
供する建築物の敷地として使用す
る土地 

壁面の位置の
制限 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から前面道路の境界線までの距
離は２ｍ以上とし、隣地境界線まで
の距離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たな
い距離にある建築物又は建築物の部
分が次のいずれかに該当するものに
ついては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３ｍ以下である
もの 

２ 物置その他これに類する用途（
自動車車庫を除く。）に供し、軒の
高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積
の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の
高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から前面道路の境界線までの距
離は１ｍ以上とし、隣地境界線まで
の距離は0.6ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たな
い距離にある建築物又は建築物の部
分が次のいずれかに該当するものに
ついては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３ｍ以下である
もの 

２ 物置その他これに類する用途（
自動車車庫を除く。）に供し、軒の
高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積
の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の
高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな
いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

 

 

旧 
 地区の

区分 
区分の名称 Ｂ－４地区 Ｃ地区 
区分の面積 約1.1ha 約0.7ha 

建築物の用途の制
限 

次の各号に掲げる建築物は、建築
してはならない。 
１ 住宅（管理人住宅を除く。） 
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（管理

人住宅を除く。） 
３ ホテル又は旅館 
４ 自動車教習所 
５ 畜舎 
６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類する用途に供
するもの 

次の各号に掲げる建築物以外の建
築物は、建築してはならない。 
１ 学校、図書館その他これらに類

するもの 
２ 老人ホーム、保育所、身体障害者

福祉ホームその他これらに類する
もの 

３ 診療所 
４ 巡査派出所、公衆電話所その他

これらに類する公益上必要な建築
物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 
建築物の敷地面積
の最低限度 

建築物の敷地面積は、250㎡以上と
する。 

ただし、次のいずれかに該当する
土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物
の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これ
らに類する居住者の共同の利便に
供する建築物の敷地として使用す
る土地 

３ 建築物の敷地面積の最低限度が
定められた際、現に建築物の敷地
として使用されている土地で、当
該地区の規定に適合しないものに
ついて、その全部を一の敷地とし
て使用するもの 

４ 土地区画整理法の規定による換
地処分又は仮換地の指定を受けた
土地で、当該地区の規定に適合し
ないものについて、所有権その他
の権利に基づいてその全部を一の
敷地として使用するもの 

建築物の敷地面積は、6,000㎡以上
とする。 

ただし、次のいずれかに該当する
土地については、この限りでない。 
１ 公衆便所、巡査派出所その他こ

れらに類する公益上必要な建築物
の敷地として使用する土地 

２ 図書館、管理事務所その他これ
らに類する居住者の共同の利便に
供する建築物の敷地として使用す
る土地 

壁面の位置の制限 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から前面道路の境界線までの距
離は２ｍ以上、隣地境界線までの距
離は１ｍ以上とする。 

ただし、この距離の限度に満たな
い距離にある建築物又は建築物の部
分が次のいずれかに該当するものに
ついては、この限りでない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心

線の長さの合計が３ｍ以下である
もの 

２ 物置その他これに類する用途（
自動車車庫を除く。）に供し、軒の
高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積
の合計が５㎡以内であるもの 

３ 自動車車庫の用途に供し、軒の
高さが2.3ｍ以下であるもの 

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から前面道路の境界線までの距
離は３ｍ以上、隣地境界線までの距
離は１ｍ以上とする。 

建築物等の形態又
は意匠の制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は、刺激的な色彩又は装飾を用いな
いものとする。 

２ 建築物及び屋外広告物等の意匠は、周辺の環境に配慮したものとする。 

 

 

 



 

新旧対照表

新 
  垣又はさくの

構造の制限 
道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す

る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分は、計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧 
 垣又はさくの構造

の制限 
道路に面する垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類す

る開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 

「区域、地区整備計画の区域、地区の区分は、計画図表示のとおり」 
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